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介護保険料・利用者負担に関する国の議論について 

（「現役並み所得」、「一定以上所得」の判断基準） 

○ こうした議論を踏まえ、「一定以上所得」（２割負担）の判断基準について、後期高齢者医療制度

との関係、介護サービスは長期間利用されること等を踏まえつつ、高齢者の方々が必要なサービ

スを受けられるよう、高齢者の生活実態や生活への影響等も把握しながら検討を行い、次期計画

に向けて結論を得ることが適当である。 

○ 「現役並み所得」（３割負担）の判断基準については、医療保険制度との整合性や利用者への影

響等を踏まえつつ、引き続き検討を行うことが適当である。 

（１号保険料負担の在り方） 

○ 介護保険制度の持続可能性を確保するためには、低所得者の保険料上昇を抑制することが必要

であり、負担能力に応じた負担の観点から、既に多くの保険者で９段階を超える多段階の保険料

設定がなされていることも踏まえ、国の定める標準段階の多段階化、高所得者の標準乗率の引上

げ、低所得者の標準乗率の引下げ等について検討を行うことが適当である。 

○ 具体的な段階数、乗率、低所得者軽減に充当されている公費と保険料の多段階化の役割分担等

について、次期計画に向けた保険者の準備期間等を確保するため、早急に結論を得ることが適当

である。 

社会保障審議会介護保険部会意見書（令和４年 12月 20日）より 

「社会保障審議会介護保険部会（第１０７回）」（令和５年７月１０日）資料より抜粋 
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 「社会保障審議会介護保険部会（第１０７回）」（令和５年７月１０日）資料より抜粋 
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